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移動なんでも行政相談
日　時 11月27日㈬ 午前９時～正午
場　所 役場相談室２
行政相談委員 秋 元 武 弘、藪 田 由 比 子
※ 行政相談は、住民から寄せられた苦情や意見・
要望を、住民と関係行政機関との間に立って、
公正・中立な立場から必要なあっせんを行い、
その解決や実現の促進を図ります。

　

11月20日㈬　宮 越　優 子

　　　　　　古 川　節 子

11月20日㈬　菊 池　俊 一

　　　　　　佐々木　守善
相談場所　役場相談室２　　　
相談時間　午前９時～正午　　
相談に来られる人は、庁舎西側
出入り口をご利用ください。　　

相談場所 すくすくしたまえ館
相談時間 午前９時～正午　　

　令和元年11月５日から申請により旧姓（旧氏）
の併記が可能となります。
　旧姓（旧氏）を併記できる書類は
・住民票
・マイナンバーカード（通知カード）
・印鑑登録証明書
・公的個人認証サービス　証明用電子証明書
となっております。
　詳しくは総務省ホームページ（http://www.
soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/
kyuuji.html）にてご確認ください.

　労働者を1人でも雇っている事業主（農林水産業の一
部を除く）は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する
義務があります。手続きを行わないと、職権により強制
適用されることがあります。
◆労災保険
　 　業務災害や通勤災害で負傷したとき、必要な保険給
付を行います。

◆雇用保険
　 　労働者が失業した場合、生活安定や再就職促進のた
めの必要な失業給付を行います。

１．年末年始の日程

　年末年始をはさみ、この期間中はゴミ収集等が長期休業となります。
　大変ご不便をお掛けしますが、各家庭での適切なゴミ管理にご協力をお願いします。
２．冬期間のゴミ収集（中里地域のみ）
　 　令和元年12月２日㈪から令和２年３月31日㈫までの期間、積雪の影響でゴミ収集車が入れない地
域は、ご面倒でも昨年同様、本道路までゴミを出してください。また、その際にはゴミが散乱しない
ようこれまで通り、ネットや布などで対策をお願いします。

12/2812/2912/3012/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
以降

⑴ ゴミ収集(可燃・不燃・資源)

中里地域 通常 休み 年末年始による休み 通常 休み 通常

小泊地域 休み 年末年始による休み 休み 通常

⑵ 一般廃棄物処分場

中泊町一般廃棄物最終処分場 通常 年末年始による休み 通常 6日休み
7日休み

小泊一般廃棄物最終処分場 休み 年末年始による休み 休み 通常

⑶ 西部クリーンセンター(稲垣) 通常 休み 通常 年末年始による休み 通常 休み 通常

旧姓（旧氏）併記が可能になります 11月は「労働保険適用促進強化期間」
労働保険の加入手続きはおすみですか？

問  五所川原公共職業安定所 ☎  34－3171

問  町民課戸籍住民係 内  1315

冬期・年末年始のゴミ収集日のおしらせ
問  環境整備課衛生係 内  1912
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　10月１日から消費税が８％から10％へ引き上げら
れ、これと同時に「飲食料品（酒類・外食を除く）」と
「新聞（定期購読契約の週２回以上発行されるもの）」
を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されています。
軽減税率制度の概要や対象商品、事業者へのレジ購入
等の支援などの詳細は、国税庁のホームページ（www.
nta.go.jp）の特設サイト「消費税の軽減税率制度につ
いて」をご覧ください。また、関係府省庁で、軽減税
率制度の相談窓口を設置していますので、相談内容に
応じて下記窓口にお問合せください。（受付時間…９時
～17時（土日祝除く））
■軽減税率制度の内容に関する相談
　・消費税軽減税率電話相談センター（国税庁）
　　フリーダイヤル：0120－205－553
※ 音声ガイダンスに沿ってお知りになりたい内容の番
号を選択

　「１」…軽減税率が適用される品目が知りたい方
　「２」…帳簿・請求書などの書き方が知りたい方
　「３」…その他の軽減税率制度について知りたい方
■レジ導入・システム改修等の支援に関する相談
　・ 軽減税率対策補コールセンター（軽減税率対策補
助金事務局）

　　フリーダイヤル：0120－398－111
■ 消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する
一般的なお問合せ

　・消費税価格転嫁等総合相談センター（内閣府）
　　フリーダイヤル：0120－200－040

　平成28年度税制改正における消費税率の引き上げ
に伴い、法人住民税の税率が引き下げられました。
　これにより、令和元年10月１日以降に開始する事
業年度より、法人税割の税率が次のとおりになりまし
た。
　なお、均等割の税率に変更はありません。
《改正後の法人税率　6.0％》
　また、予定申告における経過措置として、令和元年
10月１日以後に開始する最初の事業年度に限り、計
算方法は次のとおりです。
《前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数》

　令和２年３月から使用する農業用免税軽
油使用者証・免税証の交付申請を次のとお
り受付します。希望する人は必要書類を揃
え、申請してください。
◆日時…11月20日㈬
　　　　午前９時～午後３時
◆場所…五所川原合同庁舎　 県税部内
◆必要書類など
①印鑑（認め印）
② 耕作証明書（各市町の農業委員会で発行
したもの）

③ 免税軽油使用者証（初めて申請する方を
除く）

④返信用郵便切手４１４円分
⑤使用機械の譲渡証明書
　 （初めて申請する方及び使用者証登録機
械に追加のある人）

⑥県証紙400円分
　 （初めて申請する人、使用者証の有効期
限が切れる人、使用者証登録機械に変更
のある人、使用者証を紛失した人）

そのほか必要書類などの詳細は、問い合わ
せ先まで。

　青森県の最低賃金が改定されました。
　時間額…790円
　　　　　　（令和元年10月4日から）
　青森県最低賃金とは、青森県内で働く全
ての労働者に適用されます。
　製造業と小売業の一部には、特定（産業
別）最低賃金が定められています。
　業務改善助成金などの活用や賃金引き上
げは、下記にご相談ください。
　青森働き方改革推進支援センター
　　℡ 0800－800－1830
　くわしくは、青森労働局ホームページを
ご覧ください。

問  税務課課税係 内  1212

問  税務課課税係 内  1214

消費税率引き上げに伴う相談窓口

法人住民税の税率が変わりました

問  西北地域県民局県税部課税課 ☎  34－2111 内  207

問  青森労働局労働基準部賃金室 ☎  017－734－4114

農業用免税軽油使用者証・
免税証の交付申請受付

青森県最低賃金改定のお知らせ
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令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
、
自

動
車
取
得
税
は
廃
止
さ
れ
、
軽
自

動
車
税
「
環
境
性
能
割
」
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
従
来
の
軽

自
動
車
税
は
「
種
別
割
」
へ
名
称

が
変
更
さ
れ
、
今
後
軽
自
動
車
税

は「
環
境
性
能
割
」
と「
種
別
割
」

の
２
つ
に
な
り
ま
す
。

　

環
境
性
能
割
は
価
格
が
50
万
円

を
超
え
る
車
両
を
取
得
し
た
場
合

に
県
か
ら
、
種
別
割
は
年
に
一
度

町
か
ら
賦
課
徴
収
を
行
い
ま
す
。

環
境
性
能
割
の
税
率
は
燃
費
性
能

や
車
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

非
課
税
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
最
大

で
取
得
価
格
の
２
％
が
課
税
さ
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
種
別
割
に
つ
い
て
は
税

額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し

く
は
中
泊
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

毎
年
12
月
か
ら
２
月
は
降
雪
や

凍
結
に
よ
る
転
倒
で
、
骨
折
な
ど

の
重
傷
と
な
る
災
害
が
多
く
発
生

し
て
い
ま
す
。
青
森
労
働
局
で
は
、

冬
期
転
倒
災
害
の
防
止
を
重
点
に
、

自
主
的
な
安
全
衛
生
活
動
の
推
進

を
目
的
に
、
運
動
参
加
企
業
を
募

集
し
ま
す
。

◆
参
加
申
込
期
間

　

11
月
１
日
㈮
〜
11
月
30
日
㈯

◆ 

運
動
期
間
…
12
月
１
日
㈰
〜
令

和
２
年
２
月
29
日
㈯

　

詳
し
く
は
青
森
冬
期
ゼ
ロ
災
３

か
月
運
動
２
０
１
９
で
検
索

　

健
康
で
充
実
し
て
働
き
続
け
る

こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、
過
労
死
等
防
止
の
重
要
性

へ
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、

11
月
を
「
過
労
死
等
防
止
啓
発
月

間
」
と
し
て
い
ま
す
。

◇
事
業
者
の
皆
さ
ん
は
…
…

　

 

労
働
者
の
方
々
が
相
談
し
や
す

い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う

◇
労
働
者
の
皆
さ
ん
は
…
…

　

 

心
身
の
不
調
に
気
づ
い
た
ら
周

囲
の
人
や
専
門
家
に
相
談
し
ま

し
ょ
う

・ 

労
働
条
件
に
関
す
る
相
談
「
労

働
条
件
相
談
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
」

　

℡
０
１
２
０－

８
１
１－

６
１
０

　

 （
平
日
17
〜
22
時
、
土
日
９
〜

21
時
）

・ 

健
康
に
関
す
る
相
談
「
こ
こ
ろ

の
耳
電
話
相
談
」

　

℡
０
１
２
０－

５
６
５－

４
５
５

　

 （
月
火
17
〜
22
時
、
土
日
10
〜

16
時
）

　

日
常
生
活
の
不
安
・
暴
力
・
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
で
お
困
り
の
人
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
料
は
無
料
で
、
相
談
内
容

の
秘
密
は
保
持
さ
れ
ま
す
。

◆
日
時

　

12
月
６
日
㈮

　
　

午
前
９
時
か
ら
正
午

◆
場
所

・
中
里
…
中
央
公
民
館

・
小
泊
…
日
本
海
漁
火
セ
ン
タ
ー

◆
相
談
員

　

 

青
森
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン

タ
ー
、
心
配
ご
と
相
談
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委
員

◆
内
容

　 

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技

能
講
習
会

・ 

吊
り
上
げ
荷
重
１
ｔ
以
上
５
ｔ

未
満
の
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン

運
転
業
務
に
係
る
資
格

・
学
科
、
実
技
の
試
験
有
り

・
人
材
開
発
支
援
助
成
金
対
象

◆
日
に
ち

　

11
月
18
日
㈪
〜
11
月
20
日
㈬

◆
受
講
料

　

免
除
な
し
…
３
０
，３
０
５
円

　

免
除
あ
り
…
２
７
，０
０
５
円

◆
定
員
・
応
募
締
め
切
り

　

40
人　

11
月
11
日
㈪
ま
で

　

お
申
し
込
み
、
講
習
の
詳
細
は

問
い
合
せ
先
ま
で

　

岩
木
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所

（
津
軽
ダ
ム
）で
は
、
流
木
を
希
望

者
に
先
着
順
で
提
供（
無
償
）し
ま

す
。

◆
申
し
込
み
・
配
布
期
間

　

11
月
18
日
㈪
か
ら

　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
ま
で

※
無
く
な
り
次
第
終
了

◆
配
布
場
所

　

 

津
軽
ダ
ム
貯
水
池
周
辺（
川
原

平
）

◆
注
意
事
項

　

 
運
搬
及
び
切
断
に
か
か
る
手
間

は
自
己
負
担
と
し
ま
す
。

　

 

第
三
者
へ
の
転
売（
売
買
目
的
）

は
禁
止
し
ま
す
。

　

当
会
で
は
、
10
コ
ー
ス
で
参
加

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
海
外
生

活
を
通
し
て
交
流
を
体
験
し
、
国

際
感
覚
を
養
う
こ
と
を
目
的
に
実

施
し
ま
す
。

◆
研
修
国

　

 

イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

カ
ナ
ダ
、
サ
イ
パ
ン
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ネ
パ
ー
ル

◆
内
容

　

 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
英
語
研
修
、

文
化
交
流
、
地
域
見
学
、
野
外

活
動
な
ど

◆
説
明
会

　

 

全
国
10
都
市
で
開
催（
予
約
不

要
・
入
場
無
料
）

◆
日
程

　

 

３
月
25
日
㈬
〜
４
月
５
日
㈰
の

う
ち
６
〜
11
日
間

◆
対
象
…
小
３
か
ら
高
３

◆
定
員
…
20
人

◆
締
め
切
り
…
１
月
31
日
㈮

　

早
期
割
引
あ
り
ま
す

　

詳
細
、
申
し
込
み
は
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
。

軽
自
動
車
税
の
税
制
改
正

１
２
１
３

内

税
務
課
課
税
係

問

講
習
会
を
開
催
し
ま
す

（
35
）６
３
３
６

☎
西
北
労
働
基
準
協
会

問

冬
期
ゼ
ロ
災
３
か
月
運
動

（
35
）２
３
０
９

☎
五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
安
全
衛
生
係

問

特
設
合
同
相
談
所
を
開
設

社
会
福
祉
協
議
会

問
中
里
本
所

（
57
）４
８
４
１

☎

小
泊
支
所

（
64
）２
９
０
５

☎

11
月
は
「
過
労
死
等
防

止
啓
発
月
間
」
で
す

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
監
督
係

問（
35
）２
３
０
９

☎

流
木
を
一
般
提
供
し
ま
す

０
１
７
２（
85
）３
０
０
７

☎
岩
木
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
管
理
課

問

春
休
み
海
外
研
修
交
流
事
業

０
３（
６
４
１
７
）９
７
２
１

☎
（
公
財
）国
際
青
少
年
研
修
協
会

問
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◆日時…11月23日㈯
　　　　１回目　午前９時　　２回目　午前11時
◆場所…中央公民館大ホール
◆対象…町民（中学生以下保護者同伴）
◆定員…先着10人（５人未満中止）
◆締め切り…11月18日㈪
◆参加料…1,000円（材料代として当日徴収）
　※ １人分（500ｇ）で５食分。会場で召し上がれます。
持ち帰るときは容器をご用意ださい。

　秋はクマが冬眠に備えるため、エサを求めて活発に
活動します。山菜採りや登山などで入山する際は、大
きな音を出しながら歩く、なるべく複数人で行動する、
などのクマに出会わないための対策を必ず行いましょ
う。農政課ではクマの目撃情報の収集・提供を行って
おりますので、クマを見かけた方や、クマの目撃情報
が知りたい方は、農林基盤整備係までご連絡ください。
ツキノワグマ注意報が発令されています！

◆期間…令和元年11月30日㈯まで
◆発 表理由…県内で９月のクマ出没件数が例年より多
く、今後も被害発生が懸念されるため。

　青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、
下記の期間中、平日の電話相談時間を延長し、土・日
曜日も電話相談を行います。相談は無料で、秘密は守
ります。悩む前に、まずは相談を。
◆期間　11月18日㈪～22日㈮　８時30分～19時
　　　　11月23日㈯～24日㈰　10時～17時
◆電話番号
　女性の人権ホットライン　0570－070－810

◆対象者……45歳以上で求職中の人
◆参加企業…各会場15社程度
◆開場・日にち（いずれも午後１時から午後４時）
　・青森会場……12月17日㈫　ラ・プラス青い森
　・八戸会場……１月21日㈫　ユートリー
　この説明会は、雇用保険受給者資格者の求職活動と
して認められます。

　11月１日からは狩猟期間に伴い、国有
林で昨年11月に発生した誤射による職員
死亡事故を踏まえて、注意喚起の標識を掲
示する指導をしています。次の標識を見掛
けたときは近づかないようお願いします。
《設置標識》
・林道入口付近
 「本流域で狩猟中」
・捕獲場所の入口付近
 「この場所で狩猟中」

◆日時…11月22日㈮
・第1部　午後６時から６時30分
　　講演「日本海深浦サーモン」
　　講師 日本サーモンファーム㈱
　　　　　取締役　野呂英樹
　　聴講無料
・第２部 午後６時30分から午後８時
　　2019法人会の集い（会員交流会）
　　※参加料…１人5,000円
　　　　　　　　どなたでも参加可
◆場所…ホテルサンルート五所川原
◆申 し込み…問い合わせ先まで。申し込み

書はＨＰからダウンロードできます。

　津軽鉄道の乗車人数は、今年４月１日か
ら８月31日までで、合計113,889人とな
っています。目標値である合計30万人を
目指していますが、乗車人数は伸び悩み、
存続が厳しい状況が続いています。休日は、
津軽鉄道の車窓を眺めて過ごしてみません
か。

乗って応援‼ 津 

軽 

鉄 

道

令和元年度
目標乗車人数 300,000人
令和元年度
４月～８月分
の乗車人数

113,889人

目標まであと…… 186,111人

問  中央公民館 ☎  57－2341

問  農林基盤整備係 内  1812

問  ネクストキャリアセンターあおもり ☎  017－723－6350

問  青森地方法務局人権擁護課 ☎  017－776－9024

新そば作り体験講座

クマ出没にご注意！

「女性の人権ホットライン」強化週間

45歳以上対象 シニア向け合同企業説明会

問  津軽森林管理署金木支署 ☎  53－3115

問  （公社）五所川原法人会 ☎  35－1318

国有林入林時の注意

2019法人会の集い

乗って応援‼ 津軽鉄道


